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平成２９年度～平成３２年度 社会福祉法人横須賀乳幼児保護会 社会福祉充実計画 

 
 
１．基本的事項 
 

法人名 
社会福祉法人 

横須賀乳幼児保護会 
法人番号 ２０２１００５００７６４６ 

法人代表者氏名 相澤 惠二 

法人の主たる所在地 横須賀市佐野町３丁目１５番地 

連絡先 ０４６－８５３－１７６０ 

地域住民その他の関

係者への意見聴取年

月日 

－ 

公認会計士、税理士

等の意見聴取年月日 
平成２９年６月６日 

評議員会の承認年月

日 
平成２９年６月８日 

会計年度別の社会福

祉充実残額の推移 

（単位：千円） 

残額総額 

（平成 28

年度末現

在） 

１か年度目 

（平成 29

年度末現

在） 

２か年度目 

（平成 30

年度末現

在） 

３か年度目 

（平成 31

年度末現

在） 

４か年度目 

（平成 32

年度末現

在） 

５か年度目 

（平成 33

年度末現

在） 

合計 

社会福

祉充実

事業未

充当額 

165,030 165,030 165,030 65,030 0   0 

 うち社会福祉充実

事業費（単位：千

円） 

 0 0 ▲100,000 ▲65,030    

本計画の対象期間 平成２９年８月１日～平成３３年３月３１日 

 
２．事業計画 

（単位：千円） 

実施時期 事業名 事業種別 
既存・新

規の別 
事業概要 

施設整備

の有無 
事業費 

１か年 

度目 

玉成保育園移

転新築工事 

社会福祉

事業 
新規 移転用地の調査 無 0 

      

小計 0 

２か年 玉成保育園移 社会福祉 新規 移転用地の調査 無 0 
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度目 転新築工事 事業 

      

小計 0 

３か年 

度目 

玉成保育園移

転新築工事 

社会福祉

事業 
新規 用地取得 無 100,000 

      

小計 100,000 

４か年 

度目 

玉成保育園移

転新築工事 

社会福祉

事業 
新規 園舎建築工事 有 100,000 

      

小計 100,000 

合計 200,000 

 
３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果 
 

検討順 検討結果 

① 社会福祉事業及び公益事

業（小規模事業） 

現在、玉成保育園の敷地は借地であり、その賃貸借期間が平成３４年３月末までで

あること、また、進入路が狭隘で消防車が侵入できないという防犯上の課題がある

ことから、玉成保育園を移転新築することとした。 

② 地域公益事業 ①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。 

③ ①及び②以外の公益事業 ①の取り組みを実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。 

 
４．資金計画 

（単位：千円） 
事業名 事業費内訳 １か年度目 ２か年度目 ３か年度目 ４か年度目 ５か年度目 合計 

玉成保育園

移転新築 

工事 

計画の実施期間に

おける事業費合計 
0 0 100,000 100,000  200,000 

財
源
構
成 

社会福祉充実

残額 
  100,000 65,030  165,030 

補助金   0 0  0 

借入金   0 34,970  34,970 

事業収益   0 0  0 

その他   0 0  0 
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５．事業の詳細 
 

事業名 玉成保育園移転新築工事 

主な対象者 乳幼児 

想定される対象者数 ６０名 

事業の実施地域 横須賀市三春町 

事業の実施時期 平成２９年８月１日～平成３３年３月３１日 

事業内容 

現在、借地により運営している玉成保育園は賃貸借期間が平成 34 年 3 月末までと

なっており、進入路が狭隘で消防車も侵入できない密集した住宅地の中で運営をし

てきた。賃貸借期間終了までには今の京急堀ノ内駅から至近の現在の環境の範囲内

で適正規模の土地を確保し、園舎の移転新築を計画する。 

事業の実施スケジュール 

1 か年度

目 
移転用地の調査 

2 か年度

目 
移転用地の調査 

3 か年度

目 
用地取得 

4 か年度

目 
園舎建築工事 

5 か年度

目 
開園 

事業費積算 

（概算） 

用地買収費（諸経費含む）        100,000 千円 

建築工事費（監理経費付帯設備工事費含む）100,000 千円 

合計 200,000 千円（うち社会福祉充実残額充当額 165,030 千円） 

地域協議会等の意見と 

その反映状況 
－ 

 

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由 
 

 

－ 

 

 


